
別記様式第10号（第29条関係）（平31公安規6・全改・旧別記様式第9号繰下）その1番号第号請求に係る本部長年月日午時承認年月日時傍受の実施の対象とすべき通信手段請求者の官公職氏名傍発年月日時分年月日午時分付裁判官の氏名受有効期間年月日まで令傍受ができる期間日間一時的保存を命じて行う状通信傍受又は特定電子計算機を用いる通信傍受の許可を受けている場合はその旨返年月日年月日還返還者の官公職氏名傍受の年月日時分年月日午時分処分の着手着手者の官公職氏名請求に係る本部長承認年月日時年月日午時第請求者の官公職氏名傍延長年月日時分年月日午時分受が回延長した裁判官の氏名でき延長後の傍受ができる期間年月日までる期請求に係る本部長承認年月日時年月日午時間の第請求者の官公職氏名延長延長年月日時分年月日午時分回延長した裁判官の氏名延長後の傍受ができる期間年月日まで備考その2提出年月日時年月日午時提出を受けた受領印裁判官の氏名番号提出した記録媒体への記録の開始及び終了の年月日時分年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで裁判官への記録媒体（傍受の原記録）の提出年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分まで年月日午時分から年月日午時分までその3番傍受記録を作成した年月日号年月日傍受記録に記録さ通知を発しなければ通知をしたれている通信の当備考ならない期間年月日事者年月日まで年月日年月日まで年月日年月日まで年月日年月日まで年月日通信の当事者に対する通知年月日まで年月日年月日まで年月日年月日まで年月日年月日まで年月日年月日まで年月日年月日まで年月日年月日まで年月日（注意）1番号欄には、その2の番号欄に対応する番号を記載すること。2通信の当事者が特定できないときは、備考欄に当該通信の記録媒体中の記録箇所を特定するに足りる事項その他当該当事者の特定に資する事項を記載し、特定できた時点で、傍受記録に記録されている通信の当事者欄に特定できた年月日及び特定に係る事項を記載すること。3通信の当事者の所在が明らかでないときは、備考欄にその旨を記載し、明らかになった時点で、同欄に明らかになった年月日及び明らかになった旨を記載すること。4犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第30条第2項ただし書（同条第3項後段において準用する場合を含む。）の規定により期間が延長されたときは、備考欄に延長された後の通知を発しなければならない期間を記載すること。その4提出者の官公職氏名第回提出年月日年月日提出を受けた裁判官の氏名受領印提出者の官公職氏名傍受実施状況書第回提出年月日年月日提出を受けた裁判官の氏名受領印提出者の官公職氏名第回提出年月日年月日提出を受けた裁判官の氏名受領印提出者の官公職氏名第回提出年月日年月日提出を受けた裁判官の氏名受領印他犯罪通信該当書提出者の官公職氏名第回提出年月日年月日提出を受けた裁判官の氏名受領印その5番号第号第号通知に係る通信の当事者請求に係る本部長承認年月日年月日年月日請求者の官公職氏名第回延長延長年月日年月日年月日延長した裁判官の氏名通知を発しなければならない期間の延長の請求延長後の通知を発しな年月日まで年月日までければならない期間請求に係る本部長承認年月日年月日年月日請求者の官公職氏名第回延長延長年月日年月日年月日延長した裁判官の氏名延長後の通知を発しな年月日まで年月日までければならない期間備考その6番号第号傍受記録を特定するに足りる事項通信の当事者通信の当事者であることを確認した方法聴取等をさせた通信を特定するに足りる事項聴取等の別聴取・閲覧・複製の作成聴取・閲覧・複製の作成聴取・閲覧・複製の作成聴取・閲覧・複製の作成聴取・閲覧・複製の作成警察官が保管する傍受記録の聴取及び閲覧等聴取・閲覧・複製の作成聴取・閲覧・複製の作成聴取・閲覧・複製の作成聴取・閲覧・複製の作成聴取・閲覧・複製の作成午時分から聴取等をさせた年月日時年月日午時分まで聴取等をさせた場所備考（注意）聴取等の別欄には、該当するものに丸印を付けること。その7番号第号第号請求に係る本部長承認年月日年月日年月日請求者の官公職氏名請求に係る部分を特定するに足りる事項傍受の原記録の聴取及び閲覧等の請求請求の年月日年月日年月日許可した裁判官の氏名備考













 


